
保護者様

校　長

　新緑の美しい季節になりました。皆様には益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。平素は、学校徴収金の自動振替制度にご理解

ご協力いただき、誠にありがとうございます。さて、今年度の徴収金について、次の事柄にご留意のうえ、ご協力くださいますよう

お願いいたします。

＊ お知らせ ＊

1. 学校徴収金額及び口座振替日は、次の通りです。

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月

5月26日 6月26日 8月26日 9月28日 10月26日 11月26日 12月28日

(火) (金) (水) (月) (月) (木) (月)

6月5日 7月7日 9月7日 10月8日 11月6日 12月7日 1月12日

(金) (火) (月) (木) (金) (月) (火)

児 童 費 5,000 1,300 1,300 1,300

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 2ヶ月分 2ヶ月分 2ヶ月分 1ヶ月分 5ヶ月分

児 童 費 2,700 1,200 1,200 1,200

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 2ヶ月分 2ヶ月分 2ヶ月分 1ヶ月分 5ヶ月分

児 童 費 3,000 1,700 1,700 1,700

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 2ヶ月分 2ヶ月分 2ヶ月分 1ヶ月分 5ヶ月分

児 童 費 4,700 1,400 1,400 1,400

林間学習費 5,000 5,000

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 2ヶ月分 2ヶ月分 2ヶ月分 1ヶ月分 5ヶ月分

児 童 費 4,800 1,900 1,900 1,900

林間学習費 4,000 4,000

自然体験学習費 6,000 5,000

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 2ヶ月分 2ヶ月分 2ヶ月分 1ヶ月分 5ヶ月分

児 童 費 6,200 4,500 4,500 4,500

修学旅行費 4,500 4,000

Ｐ Ｔ Ａ 会 費 2ヶ月分 2ヶ月分 2ヶ月分 1ヶ月分 5ヶ月分

○入金は、口座振替日の前日までにお願いいたします。　口座振替日の当日に入金していただきましても、振替処理はできません。

　 残高不足等で口座振替えできない場合は、現金で徴収します。

○校外活動費で、交通機関を利用した場合の不参加の児童については、年度末に返金させていただきます。

またバスを利用した場合、借り上げ契約のため不参加の児童については、 バス代金・通行料等は返金できません。

2. ＰＴＡ会費は、口数に応じた金額（１口100円）が引き落とされます。（例：申込口数６口の場合、５月のPTA会費は1,200円）

3. 今年度は学校給食費の徴収はございません。
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また、保護者様の銀行口座より振替の際に、１件あたり３０円の振替手数料がかかります。(きょうだいがいる家庭は３0円×人数分の手数料)

つきましては、ご入金の際に、月々の合計金額に手数料の金額を添えて入金していただきますようよろしくお願いいたします。

平成３０年度より、４月の口座振替はありません。１回目の口座振替日は、５月２６日（火）です。

見 え や す い 場 所 に 、 １ 年 間 掲 示 し て く だ さ い 。
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